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近世曹洞宗における勅願所について

近
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
に
つ
い
て

武
井
　
慎
悟

一
︑
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
近
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
そ
も
そ
も
勅
願
所
と
は 「
天
皇
の
命
令
に
よ
っ
て
国
家
鎮
護
・

玉
体
安
穏
な
ど
を
祈
願
す
る
社
寺
。
天
皇
の
祈
願
所
」）

1
（

を
指
し
、
古
く
は
東
大
寺
や
国
分
寺
な
ど
の
官
寺
、
平
安
期
以
降
の
天
台
・
真
言

寺
院
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
た
。
禅
宗
で
は
、
臨
済
宗
に
お
け
る
五
山
等
の
官
寺
が
将
軍
や
関
東
公
方
の
公
帖
を
受
け
て
い
た
の
に
対
し
、

こ
れ
以
外
の
林
下
禅
林
は
朝
廷
の
綸
旨
を
受
け
る
形
で
自
ら
の
権
威
付
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る）

2
（

。
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
永
平
寺
お
よ

び
總
持
寺
が
紫
衣
地
、
出
世
地
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
、
代
表
的
な
勅
願
所
で
あ
っ
た
。
勅
願
所
に
指
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以

下
の
よ
う
な
形
式
が
考
え
ら
れ
る
。

①
紫
衣
の
着
用
に
関
わ
る
形
式
。
紫
衣
は
天
皇
の
許
可
な
く
着
用
で
き
な
い
た
め
、
紫
衣
の
着
用
を
許
さ
れ
る
寺
院
は
綸
旨
が
発
さ
れ

る
。

②
出
世
道
場
の
認
可
に
関
わ
る
形
式
。
出
世
道
場
は
綸
旨
を
以
て
許
可
さ
れ
る
。
即
ち
出
世
道
場
も
勅
願
所
と
な
る
。
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③
玉
体
安
穏
、
宝
祚
延
長
、
天
下
泰
平
な
ど
の
祈
禱
が
天
皇
よ
り
命
じ
ら
れ
る
形
式
。
狭
義
に
は
勅
願
所
と
し
て
最
も
適
当
な
形
。

な
お
、【
史
料
一
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
互
い
に
重
な
り
合
う
場
合
も
あ
り
え
た
。

【
史
料
一
】
後
光
明
天
皇
綸
旨
〈
正
保
二
（
一
六
四
五
）〉）

3
（

能
登
国
総
持
禅
寺
者
、
為
異
于
他
勅
願
所
、
被
補
曹
洞
出
世
之
道
場
、
相
並
南
禅
第
一
上
刹
、
可
着
紫
衣
法
服
之
旨
、
雖
被
成
後
醍
醐

院
勅
裁
、
依
前
年
国
中
兵
乱
、
伽
藍
・
庫
蔵
・
僧
房
悉
回
禄
之
時
、
同
令
焼
失
之
由
、
一
宗
之
僧
徒
悲
嘆
之
奏
状
被
聞
食
訖
、
且
又
元

和
年
中
守
武
家
之
下
知
、
可
任
先
規
者
也
、
彌
専
正
法
之
興
繁
、
宜
奉
祈
天
下
泰
平
・
海
内
安
全
者
、
依
天
気
執
達
如
件
、

　

正
保
二
年
四
月
廿
九
日　
　
　

右
少
弁
（
花
押
）　

　

総
持
寺
衆
僧
中

總
持
寺
は
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
出
世
之
道
場
」
で
あ
り
、「
可
着
紫
衣
法
服
」
を
認
め
ら
れ
た
上
、「
宜
奉
祈
天
下
泰
平
・
海

内
安
全
」
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
①
②
③
の
す
べ
て
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

一
―
二
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
の
歴
史

曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
戦
国
時
代
は
大
名
の
力
な
ど
に
よ
っ
て
、
地
方
寺
院
が
勅
願
所
と
な
っ
た
例）

4
（

も
散

見
さ
れ
る
。
中
で
も
能
登
永
光
寺
、
陸
奥
正
法
寺
、
加
賀
大
乗
寺
、
肥
後
大
慈
寺
な
ど
が
代
表
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
こ
こ
で

は
戦
国
期
ま
で
に
複
数
存
在
し
た
曹
洞
宗
内
の
勅
願
所
が
、
近
世
以
降
も
勅
願
所
で
あ
り
続
け
た
の
か
、
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
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【
史
料
二
】
總
持
寺
諸
法
度
（
部
分
）〈
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
〉）

5
（

総
持
寺
諸
法
度

一
、
遂
二
十
年
之
修
行
、
致
江
湖
頭
経
五
年
僧
有
転
衣
之
望
者
、
以
嗣
法
師
之
推
挙
状
、
致
登
山
可
申
理
之
事
、

一
、
従
当
寺
就
伝
奏
申
降
綸
旨
、
以
其
上
出
世
転
衣
可
有
披
露
付
、
非
三
拾
年
修
行
了
畢
者
、
不
可
立
法
幢
之
事
、

一
、
出
世
之
戒
臘
者
、
可
為
綸
旨
日
付
次
第
事
、

一
、
至
紫
衣
者
、
永
平
寺
・
当
寺
為
当
住
仁
者
、
経
奏
問
勅
許
之
時
可
有
著
用
、
両
寺
之
外
一
切
不
可
有
著
用
、
於
退
院
者
可
脱
紫
衣
事
、

（
略
）

こ
こ
で
【
史
料
二
】
を
確
認
す
る
と
、
紫
衣
は
両
本
山
の
現
住
の
み
着
用
が
許
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る）

6
（

。
た
だ
し
、
こ
の
規
制
が
そ
の

ま
ま
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
当
時
か
ら
、
曹
洞
宗
内
で
厳
密
に
適
応
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
次
の
【
史
料
三
】
に
よ
れ
ば
、
元

禄
九
（
一
六
九
六
）
年
に
肥
後
大
慈
寺
が
永
平
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
、
紫
衣
や
出
世
道
場
の
特
権
を
剝
奪
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

【
史
料
三
】
江
戸
幕
府
寺
社
奉
行
連
裁
許
状
（
部
分
）〈
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
〉）

7
（

（
略
）
大
慈
寺
者　

亀
山
院
之
勅
願
所
、
賜
紫
衣
・
勅
額
、
殊
開
祖
寒
巌
和
尚
者
、
依
為　

皇
子
、
従
往
古
称
法
皇
派
、
而
独
立
一
本

寺
、
紫
衣
之
道
場
、
而
自
寒
巌
和
尚
相
承
、
東
堂
・
西
堂
・
単
寮
・
首
座
・
蔵
主
・
書
記
及
侍
者
・
沙
弥
等
之
序
階
昇
進
、
於
自
山
行

之
、
天
正
年
中
迄
、
紫
衣
致
参　

内
之
由
大
慈
寺
演
之
、
尤
上
古
者
賜　

勅
額
・
紫
衣
令
参　

内
之
官
寺
、
諸
宗
亦
有
之
、
而
済
・
洞

之
両
家
、
其
寺
法
頗
雖
若
無
差
異
、
元
和
年
中
、
自
頒
御
条
目
以
来
、
諸
寺
之
古
法
咸
相
革
、
済
家
・
洞
家
相
分
、
而
各
樹
寺
規
、
設

令
大
慈
寺
自
寒
巌
相
承
、
任　

亀
山
院
之
綸
旨
而
雖
行
之
、
所
戻
曹
洞
一
統
之
寺
法
、
甚
以
不
可
然
、
自
今
以
後
者
、
随
御
条
令
之
趣
、
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属
永
平
寺
之
末
寺
、
而
純
一
可
勉
行
曹
洞
軌
範
也
、
且
紫
衣
者
、
永
平
・
総
持
之
両
寺
住
持
而
已
得
著
之
、
此
亦
辞
去
其
住
職
、
則
不

能
著
紫
衣
、
将
来
大
慈
寺
、
寺
外
不
及
言
、
為
寺
中
確
不
可
著
紫
衣
也
、
仍
今
般
糾
前
来
之
寺
法
申
渡
之
条
、
向
来
全
不
可
違
反
此
旨

者
也
、（
略
）

こ
れ
ら
の
史
料
を
見
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
的
に
は
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
以
降
、
実
質
的
に
は
各
地
の
独
立
無
本
寺
が
永
平

寺
・
總
持
寺
下
の
い
ず
れ
か
に
収
ま
っ
た
本
末
関
係
の
確
定
以
後
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
は
永
平
寺
と
總
持
寺
の
み
に
限
ら
れ
た
と

判
断
で
き
る
。

一
―
三
、
曹
洞
宗
と
朝
廷
の
関
係
性

一
方
の
曹
洞
宗
と
朝
廷
と
の
関
係
に
目
を
移
し
て
み
る
。
そ
も
そ
も
寺
社
と
朝
廷
と
の
や
り
と
り
に
は
、
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
が
存

在
し
た
。
綸
旨
な
ど
を
得
る
た
め
に
は
、
朝
廷
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
門
跡
寺
院
を
持
た
な
い
曹
洞
宗
門
の
場
合
、
寺
社
か
ら

朝
廷
へ
取
次
を
行
う
の
は
堂
上
家）

8
（

の
公
家
で
あ
り
、
こ
れ
を
寺
社
伝
奏
と
い
っ
た
。
近
世
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
独
占
的
に
勧
修
寺

家
が
こ
れ
を
務
め
た
。
ま
た
、
勧
修
寺
家
と
永
平
寺
・
總
持
寺
の
連
絡
役
と
し
て
京
都
の
道
正
庵
が
あ
っ
た
。
道
正
庵
は
出
世
（
瑞
世
）
を

行
う
各
地
の
僧
侶
に
対
し
、
京
都
で
の
滞
在
場
所
と
な
る
と
と
も
に
、
綸
旨
を
頂
戴
す
る
た
め
の
参
内
作
法
を
教
授
し
た
。
近
世
曹
洞
宗

に
お
け
る
朝
廷
と
の
関
係
性
は
、
簡
単
に
図
示
す
る
と
【
図
一
】
の
よ
う
に
な
る
。

一
―
四
、
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

こ
の
よ
う
な
曹
洞
宗
と
朝
廷
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
で
は
、﹇
人
権
擁
護
推
進
本
部
編　

一
九
九
四
﹈
が
最
も
ま
と
ま
っ
た
業
績
と
い
え

る
。
特
に
広
瀬
論
文
は
、
曹
洞
宗
と
朝
廷
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
網
羅
的
に
述
べ
て
お
り
、
圭
室
論
文
は
、
瑞
世
や
紫
衣
の
勅
許
に
関
し
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て
、経
済
的
な
観
点
も
含
め
な
が
ら
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
他
に
も
﹇
横
関　

一

九
三
八
﹈
や
﹇
栗
山　

一
九
八
〇
﹈
等
で
も
、
主
に
瑞
世
（
転
衣
）
に
お
け
る
手

続
き
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
は
﹇
圭
室　

二
〇
〇
八
﹈
が
、
總

持
寺
祖
院
所
蔵
史
料
の
分
析
を
基
に
、
總
持
寺
の
運
営
や
転
衣
制
度
に
つ
い
て

詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
総
じ
て
曹
洞
宗
と
朝
廷
の
関
係
に
迫
っ
た
研
究
は
多
く
な
い
。
そ

の
上
、
こ
う
し
た
研
究
の
大
部
分
が
永
平
寺
・
總
持
寺
を
主
題
と
し
て
お
り
、

中
で
も
、
瑞
世
（
転
衣
）
に
つ
い
て
詳
述
す
る
傾
向
に
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
通

り
、
寺
院
諸
法
度
の
制
定
や
本
末
関
係
の
確
定
と
と
も
に
、
近
世
曹
洞
宗
に
お

け
る
勅
願
所
が
永
平
寺
・
總
持
寺
に
限
ら
れ
た
た
め
、
研
究
の
偏
り
が
あ
る
こ

と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
總
持
寺
祖
院
所
蔵
史
料
を
は
じ
め
と
す
る
諸
史

料
を
見
て
い
く
と
、
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
に
播
磨
月
照
寺
が
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
に
は
遠
州
秋
葉
寺
が
勅
願
所
と
な
っ
た
こ
と
が

看
取
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
近
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
新
た
な
勅
願
所
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
先
行
研
究
が
な
く
、
ま
た
そ
の
実
態
も
明
ら
か
で

な
い
。
本
稿
で
は
、
總
持
寺
祖
院
所
蔵
史
料
を
中
心
と
し
て
、
当
時
の
公
家
の
日
記
や
関
係
寺
院
史
料
等
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
世
曹

洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
勧
修
寺
家
・
曹
洞
宗
門
内
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
近
世
曹
洞
宗
に
お

け
る
朝
廷
と
の
関
係
構
造
に
如
何
な
る
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

【図一】元和元（1615）年以降：曹洞宗における
朝廷との関係

朝廷

勧修寺家（寺社伝奏）

道正庵

永平寺・總持寺



― 76 ―

二
︑
月
照
寺
・
秋
葉
寺
に
つ
い
て

二
―
一
、
月
照
寺
に
つ
い
て）

9
（

月
照
寺
は
播
磨
国
（
現
在
は
兵
庫
県
明
石
市
）
に
位
置
す
る
寺
院
で
、
空
海
に
よ
り
草
創
さ
れ
、
当
初
は
楊
柳
寺
と
号
し
た
と
さ
れ
る
。

月
照
寺
と
し
て
は
、
三
木
市
雲
龍
寺
の
七
世
安
室
春
泰
が
密
教
寺
院
で
あ
っ
た
当
寺
を
曹
洞
宗
に
改
宗
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
い
う
。

特
徴
は
、
飛
鳥
時
代
の
歌
人
、
柿
本
人
麻
呂
を
祀
る
柿
本
社
の
別
当
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
世
に
は
歌
道
の
上
達
を
願
っ
た
天
皇
、

上
皇
、
公
家
や
武
家
に
も
広
く
信
仰
さ
れ
た）

10
（

。
月
照
寺
に
は
、
い
ま
だ
多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、『
月
照
寺
明
石
柿
本
社
奉
納
和

歌
集
』）

11
（

と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

勅
願
所
と
な
っ
た
契
機
は
、
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
が
柿
本
人
麻
呂
の
千
年
忌
と
さ
れ
、
人
麻
呂
へ
の
崇
敬
が
ひ
と
き
わ
強
か
っ
た
霊

元
法
皇
の
希
望
も
あ
っ
て
、
中
御
門
天
皇
よ
り
石
見
国
高
津
柿
本
社
（
別
当
：
真
福
寺
）
と
播
磨
国
明
石
柿
本
社
（
別
当
：
月
照
寺
）
に
祀
ら

れ
る
柿
本
人
麻
呂
へ
正
一
位
の
神
階
と
柿
本
大
明
神
の
神
号
が
与
え
ら
れ
る
旨
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

【
史
料
四
】
女
房
奉
書　

年
月
不
記
〈
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
〉）
12
（

今
度　

柿
本
社　

神
号
神
位
の
事　

一
事
の
さ
は
り
な
く　

御
さ
た
を　

と
け
ら
れ
候　

い
よ
〳
　〵

天
下
太
平　

宝
祚
ゑ
ん
長　

な

ら
ひ
に　

歌
道
は
ん
昌
の　

御
き
た
う　

せ
い
〳
　〵

を　

ぬ
き
ん
て　

し
ゆ
行　

あ
る
へ
き
の
よ
し　

は
り
ま
の
国
や
し
ろ
の
つ
か

さ
に　

つ
た
へ
ら
れ
候　

候
へ
く
候　

か
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
院
大
納
言
と
の
ヘ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
前
大
納
言
と
の
ヘ
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月
照
寺
は
【
史
料
四
】「
女
房
奉
書
」
を
賜
り
、「
天
下
太
平  

宝
祚
ゑ
ん
長  

な
ら
ひ
に　

歌
道
は
ん
昌
の  

御
き
た
う
」
を
行
う
よ
う
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
月
照
寺
は
勅
願
所
に
指
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
總
持
寺
祖
院
所
蔵
史
料
【
史
料
五
】【
史
料

六
】
か
ら
、
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
に
は
、
御
室
御
所
の
推
挙
に
よ
っ
て
「
長
日
勅
願
所
」
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、

勅
願
所
の
中
に
も
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
臨
時
の
祈
禱
を
行
う
勅
願
所
と
、
定
例
の
祈
禱
を
行
う
長
日
勅
願
所
は
、
何
ら

か
の
規
定
の
差
異
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勅
願
所
と
長
日
勅
願
所
の
差
異
は
、
今
後
よ
り
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

【
史
料
五
】「
御
口
上
（
後
欠
）」）
13
（

第
一　

御
口
上

播
州
明
石
柿
本
社
別
当
月
照
寺
儀
、
右
神
威
逾
倍
増
、
今
度
願
望
之
子
細
申
之
上
候
、
格
別
社
頭
之
義
候
間
、
願
之
通
相
叶
候
様
、
宜

敷
御
取
計
頼
上
ケ
候
、
右
月
照
寺
義
、
前
々
ゟ
當
門
御
出
入
候
故
、
此
段
御
吹
挙
被
仰
合
、
已
上

　
　
　
　

御
室
御
所
御
使

四
月
廿
二
日　

土
橋
大
蔵
卿

乍
恐
奉
願
口
上
覚

當
社
之
儀
、
御
代
之
御
祈
禱
相
勤
、
毎
年
三
月
祭
礼
後
、
神
礼
献
上
仕
来
、
追
々
降
附
勅
願
御
祈
被
為　

在
、
難
有
奉
存
候
、
此
上
何

卒
毎
年

【
史
料
六
】「
勅
願
所
仰
付
下
さ
る
よ
う
願
書
の
覚
」）
14
（

三
月
御
撫
物
被
為
出
之
長
日
之
勅
願
所
被
為
仰
付
被
下
候
者
、
社
寺
之
厳
格
不
過
之
候
、
重
畳
可
奉
存
候
、
謹
畏
候
当
社
寺
之
儀
者
、

社
格
者
、
石
州
和
州
等
柿
本
由
緒
之
社
寺
、
其
外
他
之
差
障
曾
而
以
無
御
座
候
条
、
格
別
之
儀
を
以
、
右
願
之
通
被
為
仰
付
被
下
候
者
、
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神
威
倍
増
、
社
寺
無
難
、
相
続
之
基
寺
成
届
ニ
も
難
有
可
奉
存
候
、
何
分
至
御
沙
汰
奉
希
候
、
已
上

明
和
七
年　

播
州
明
石

　
　
　
　
　
　

柿
本
社
別
当

　
　
　
　
　
　
　

月
照
寺

廣
―

姉
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
三
右
願
之
通
被　

仰
出
候
段
、
五
月
廿
四
日
、
月
照
寺
御
招
被
仰
渡
則
被
出
候
、
乍
恐
奉
願
口
上
覚
當
社
柿
本
大
明
神
者
、
則
御
自

作
之
尊
像
ニ
而
、
石
州
御
神
體
同
様
之
傳
来
御
座
候
、
御
代
勅
願
被
為　

仰
出
、
往
昔
ゟ
御
崇
敬
之
御
儀
御
座
候
間
、
御
神
事
之
御
席

も
被
為
在
候
ハ
バ
、
神
像
御
参
内
被
為
在
之
様
ニ
奉
願
候
、
何
卒
此
儀
相
聞
候
ハ
バ
、
神
威
益
相
耀
、
陪
増
法
楽
、
無
此
上
難
有
」

第
三

可
奉
存
候
、
偏
以
御
執
成
宜
敷
御
沙
汰
奉
希
候
、
已
上

明
和
七
年　

播
州
明
石

　
　
　
　
　
　

柿
本
社
別
当

　
　
　
　
　
　
　

月
照
寺

廣
―

姉
―

右
願
之
ヒ通義

不
被
為
御
沙
汰
候
段
、
被
仰
渡
候
、
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五
月
廿
四
日　
　
　
　
　

」

二
―
二
、
秋
葉
寺
に
つ
い
て

近
世
曹
洞
宗
に
お
い
て
、
最
も
新
し
く
勅
願
所
に
指
定
さ
れ
た
秋
葉
寺
は
、
遠
江
国
（
現
在
の
静
岡
県
浜
松
市
）
に
位
置
す
る
秋
葉
山
を

支
配
し
て
い
た
。
一
般
に
秋
葉
信
仰
と
よ
ば
れ
る
、
民
俗
信
仰
の
聖
地
と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
た
。
行
基
開
創
の
伝
承
を
も
つ
寺
院
で
、

当
初
は
大
登
山
霊
雲
院
と
号
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
秋
葉
山
を
統
括
す
る
寺
院
を
秋
葉
寺
と
号
し
、
近
世
初
期
ま
で
は
真
言
系
の
修
験
が

支
配
し
た
と
さ
れ
る
が
、
山
内
で
真
言
系
修
験
と
、
曹
洞
宗
可
睡
斎
を
後
ろ
盾
と
す
る
派
が
二
手
に
分
か
れ
、
一
山
の
支
配
権
を
め
ぐ
る

対
立
が
起
こ
る
。
結
果
的
に
、
寛
永
二
（
一
六
二
五
）
年
、
可
睡
斎
側
が
勝
利
し
、
秋
葉
寺
は
以
後
、
可
睡
斎
の
末
寺
と
し
て
曹
洞
宗
に
属

す
こ
と
に
な
っ
た
。
秋
葉
信
仰
は
特
に
火
防
に
効
験
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
武
家
や
朝
廷
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
村
々
に
お
い
て
も
講
が
結

成
さ
れ
定
期
的
な
参
詣
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
貴
賤
を
問
わ
ず
信
仰
さ
れ
た
。
秋
葉
寺
の
勅
願
所
化
は
、【
史
料
七
】
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
、
後
桃
園
天
皇
代
で
あ
る
。

【
史
料
七
】
明
治
二
十
二
年
寺
院
明
細
帳
（
部
分
）
）
15
（

（
略
）
人
皇
百
拾
九
代

後
桃
園
天
皇
御
宇
安
永
七
戊

戌
年
八
月
自
禁
裏
御
所
御
用
被
仰
付
同
暦
十
月
住
持
義
孝
任
梁
依　

勅
請
上
京
シ
九
条
殿
ノ
猶
子
ト
ナ
リ

直
参
内　

天
顔
拝
礼
爾
後
代
々
以
テ
恒
例
ト
ス

御
綸
旨
頂
戴
猶
両
御
所
ヨ
リ
御
撫
物
被
下
置
毎
年
正
五
九
月
ニ
引
替
其
節
御
札
献
上
御
檀
料
ヲ
賜
ハ
ル　

 

御
即
位
或
ハ
臨
時
又
ハ
住

職
交
代
等
ニ
ハ
必
ス
参
内
ス
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後
桃
園
天
皇
御
綸
旨
写

秋
葉
権
現
者
当
山
出
現
所
無
比
類
也
因
以　

御
崇
信
異
于
他
永
為　

勅
願
所
宣
奉
祈
天
下
安
全
宝
祚
悠
久
者　
　

天
気
如
此
悉
之
以
状

安
永
七
年
戊
八
月
廿
九
日　
　
　
　

右
中
弁
篤

秋
葉
寺
住
持
任
梁
和
尚
禅
室

勅
願
所
遠
江
国

秋
葉
権
現
社
当
家
執　

奏
勿
論
也
去
年
四
月
勧
修
寺
家
執
奏
寺
院
末
寺
之
輩
他
家
執
奏
停
止
之
事
左
大
弁
宰
相
被
願
申
之
節
茂
播
州
月

照
寺
遠
州
秋
葉
寺
於
両
寺
者
所
詮
勅
許
之
上
之
事
候
条
今
更
不
及
申
子
細
之
由
被
申
上
同
年
五
月
勧
修
寺
願
之
旨
趣
被　

聞
食
畢
守
先

縦
可
有
進
上
播
州
月
照
寺　

遠
州
秋
葉
寺
等
両
寺　

勅
願
所
之
事
他
家
執　

奏
可
為
是
迄
之
通
旨
被　

仰
出
然
上
者　

勅
願
一
式
参　

内
等
之
儀
永
々
当
家
執　

奏
弥
不
可
有
相
逹
之
状
可
被
存
其
旨
者
也

　
　

安
永
十
辛
丑
年
二
月
廿
六
日 

華
押

秋
葉
寺
任
梁
御
房

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
と
も
に
、
出
世
道
場
や
紫
衣
着
用
と
は
関
ら
な
い
、
禁
裏
の
祈
禱
所
の
機
能
の

み
有
す
る
勅
願
所
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

三
︑
勧
修
寺
家
に
よ
る
月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
勅
願
所
化
に
対
す
る
評
価

月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
例
が
特
殊
で
あ
る
点
は
、
取
次
を
行
う
寺
社
伝
奏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
武
家
伝
奏
・
油
小
路
家
で
あ
り
、
元
来
曹
洞
宗

門
の
執
奏
を
一
手
に
引
き
受
け
て
き
た
勧
修
寺
家
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
月
照
寺
・
秋
葉
寺
に
対
す
る
勧
修
寺
家
の
対
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応
を
見
る
こ
と
で
、
曹
洞
宗
門
と
朝
廷
と
の
関
り
に
如
何
な
る
変
化
が
起
き
た
の
か
、【
史
料
八
】
を
基
に
確
認
し
て
み
た
い
。

【
史
料
八
】「
總
持
寺
諸
末
寺
に
対
し
旧
規
を
守
り
違
乱
な
き
よ
う
通
達
の
儀
に
つ
き
口
上
書
」）
16
（

近
年
執　

奏
之
寺
院
、
勘
違
旧
儀
至
、
末
寺
者
、
依
事
不
経
本
寺
、
他
家
執　

奏
相
願
候
事
、
有
之
候
、
加
之
播
州
月
照
寺
勅
願
所
相

願
候
砌
、
武
家
傳
奏
執
奏
被　

仰
出
、
且
遠
州
秋
葉
寺
、
依
御
崇
敬
、
勅
願
所
被
仰
出
候
節
、
於
勅
願
所
儀
者
、
執
奏
家
無
之
候
旨
、

申
述
則
月
照
寺
例
申
出
候
、
夫
故
、
油
小
路
家
執
奏
ニ
相
成
候
、
元
来
當
家
執
奏
之
寺
院
諸
末
寺
於
奏
聞
事
者
、
不
依
何
事
、
但
本
寺

挙
状
旨
執　

奏
候
事
、
先
規
勿
論
ニ
候
、
然
ニ
両
寺
無
其
儀
、
剰
他
家
執
奏
ニ
相
成
候
段
、
□
□
例
甚
不
覚
悟
之
至
候
、
但
」

□
□
寺
者
、
勅
許
之
上
之
事
ニ
候
得
者
、
今
文
不
及
申
子
細
候
得
共
、
以
後
末
寺
、
奉
守
旧
規
、
不
寄
何
事
、
於
奏
聞
之
事
者
、
得
本

寺
之
挙
状
可
申
上
旨
、
被
仰
下
候
様
、
願
申
候
処
、
則
被
聞
食
、
以
来
守
先
蹤
可
進
止
旨
、
被
仰
下
候
間
、
弥
自
今
堅
守
旧
規
、
違
乱

無
之
候
様
、
急
度
諸
末
寺
江
、
可
被
相
達
候
事
、

　
　

九
月　
　
　
　
　
　

【
史
料
八
】
に
よ
れ
ば
、
勧
修
寺
家
に
よ
る
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
両
寺
へ
の
評
価
は
「
不
覚
悟
之
至
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
勧
修

寺
家
は
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
勅
願
所
化
を
問
題
視
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
何
が
問
題
と
さ
れ
た
の
か
。
引
き
続
き
【
史

料
八
】
を
確
認
す
る
と
、「
近
年
執
奏
之
寺
院
勘
違
旧
儀
至
」
す
な
わ
ち
、
近
年
の
執
奏
寺
院
は
、
古
く
か
ら
の
規
則
を
勘
違
し
て
い
る
と

す
る
。
そ
の
勘
違
い
の
内
容
は
、「
末
寺
者
依
事
不
経
本
寺
、
他
家
執
奏
相
願
候
事
有
之
候
」
と
あ
っ
て
、
末
寺
が
本
寺
を
経
ず
に
勧
修

寺
家
以
外
の
公
家
の
執
奏
を
願
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。「
旧
規
」
で
は
「
元
来
當
家
執
奏
之
寺
院
諸
末
寺
、
於
奏
聞
事
者
不
依
何
事
、

但
本
寺
挙
状
旨
執
奏
候
事
、
先
規
勿
論
ニ
候
」
と
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
勧
修
寺
家
が
寺
社
伝
奏
を
務
め
る
永
平
寺
・
總
持
寺
の
末
寺
に
つ

い
て
は
、
本
寺
の
挙
状
に
あ
る
旨
を
勧
修
寺
家
が
執
奏
す
る
、
と
い
う
。
こ
の
手
順
を
踏
ま
な
い
月
照
寺
・
秋
葉
寺
は
「
甚
不
覚
悟
之
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至
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
勅
許
に
よ
っ
て
勅
願
所
に
な
っ
て
い
る
以
上
は
何
も
言
え
な
い
。
だ
が
、
今
後
は
「
末
寺
奉
守
旧
規
、
不
寄
何

事
於
奏
聞
之
事
者
、
得
本
寺
之
挙
状
可
申
上
旨
」、
す
な
わ
ち
末
寺
に
旧
規
を
守
ら
せ
、
本
寺
の
挙
状
が
な
く
て
は
朝
廷
へ
の
取
次
は
し

な
い
と
、
曹
洞
宗
門
に
対
し
引
き
締
め
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
勅
願
所
化
に
お
い
て
問

題
視
さ
れ
た
の
は
、
本
寺
の
推
挙
状
な
し
で
、
勧
修
寺
家
以
外
の
公
家
に
執
奏
を
願
っ
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

四
︑
事
の
顚
末

こ
の
件
の
顚
末
は
、【
史
料
七
】
後
半
の
傍
線
部
か
ら
読
み
取
れ
る
。
安
永
十
（
一
七
八
一
）
年
、
曹
洞
宗
末
寺
に
お
け
る
他
家
執
奏
の
停

止
を
求
め
た
勧
修
寺
家
の
願
に
対
し
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
場
合
は
勅
許
の
事
で

あ
る
の
で
不
問
と
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
月
照
寺
は
武
家
伝
奏
、
秋
葉
寺
は
油
小
路

家
が
執
奏
を
行
う
事
が
確
定
し
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
勧
修
寺
家
は
永
平
寺
・

總
持
寺
の
取
次
を
行
う
こ
と
で
、
曹
洞
宗
全
体
の
伝
奏
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

独
占
的
な
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
月
照
寺
や
秋
葉
寺
の
勅
願
所
化
は
、

他
の
公
家
の
執
奏
を
願
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
勧
修
寺
家
独
占
体
制
を
侵
す
可
能

性
が
あ
っ
た
。
勧
修
寺
家
の
訴
え
は
、
こ
れ
を
阻
み
、
引
き
締
め
を
強
化
す
る
目

論
見
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勧
修
寺
家
は
、
今
後
、
同
じ
よ
う
な
状
況
に
な

る
事
を
避
け
る
た
め
に
、
曹
洞
宗
末
寺
に
対
し
本
寺
の
推
挙
状
が
必
須
で
あ
る
こ

と
を
改
め
て
明
示
し
、
宗
内
の
統
制
強
化
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、

月
照
寺
・
秋
葉
寺
の
勅
願
所
指
定
は
勅
許
の
上
で
あ
る
た
め
、
結
果
的
に
勧
修
寺

家
は
手
出
し
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
勧
修
寺
家
の
訴
え
は
朝
廷
で
も
大

【図二】安永10（1781）年以降：曹洞宗における朝廷
との関係

朝廷

武家伝奏 油小路家 勧修寺家

月照寺 秋葉寺 道正庵

永平寺・總持寺

伝 奏寺 社
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方
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
評
価
で
き
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
を
除
い
て
は
、
他
家
の
執
奏
は
許
さ
れ
ず
、
こ
れ
以
上
曹
洞
宗
内
で
勅
願
所
が
増

加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
安
永
十
（
一
七
八
一
）
年
に
、
曹
洞
宗
と
朝
廷
を
結
ぶ
関
係
図
が
新
た
に
確
定
し
た
と
い

え
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
【
図
二
】
の
よ
う
に
な
る
。

五
︑
本
発
表
の
ま
と
め
と
今
後
の
展
望

こ
れ
ま
で
の
曹
洞
宗
内
に
お
け
る
勅
願
所
の
研
究
で
は
、
紫
衣
の
着
用
や
瑞
世
と
い
う
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
両
本
山
以
外
の

勅
願
所
は
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
近
世
中
後
期
の
新
た
な
勅
願
所
の
発
生
に
注
目
し
、
曹
洞
宗
門
寺
院
の
勅

願
所
化
に
伴
う
、
朝
廷
と
の
関
係
構
造
の
変
化
を
捉
え
よ
う
と
努
め
た
。

近
世
以
前
に
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
た
曹
洞
宗
に
お
け
る
勅
願
所
は
、
永
平
寺
諸
法
度
・
總
持
寺
諸
法
度
の
制
定
や
本
末
関
係
の
整
理

に
よ
っ
て
、
近
世
初
期
に
な
る
と
永
平
寺
と
總
持
寺
に
限
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
十
八
世
紀
初
期
か
ら
末
に
か
け
て
、
新
た
に
月
照
寺
・
秋

葉
寺
が
勅
願
所
に
指
定
さ
れ
る）

17
（

。
こ
れ
ら
の
勅
願
所
化
は
、
天
皇
の
崇
敬
を
き
っ
か
け
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
勧
修
寺
家
や
曹
洞
宗

門
か
ら
離
れ
た
、
独
自
の
動
き
で
あ
っ
た
た
め
、
勧
修
寺
家
は
こ
れ
を
問
題
視
し
た
。
具
体
的
な
問
題
点
は
、
月
照
寺
と
秋
葉
寺
が
本
寺

の
推
挙
状
な
く
、
他
の
公
家
を
執
奏
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
、
勧
修
寺
家
は
、
曹
洞
宗
末
寺
に
対
し
て
本
寺
の
推
挙
状
な
く

し
て
奏
聞
は
し
な
い
こ
と
を
徹
底
す
る
よ
う
本
山
に
申
し
伝
え
て
い
る
。
勧
修
寺
家
と
し
て
は
、
曹
洞
宗
門
の
執
奏
を
独
占
す
る
体
制
を

維
持
す
る
目
論
見
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
月
照
寺
・
秋
葉
寺
を
除
く
曹
洞
宗
末
寺
の
執
奏
を
従
来
通
り
勧
修
寺
家
が

行
う
こ
と
で
確
定
し
た
。
月
照
寺
・
秋
葉
寺
は
他
家
執
奏
の
扱
い
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
曹
洞
宗
と
朝
廷
の
新
た
な
関
係
構
造
が
成

立
し
た
。
な
お
、
こ
れ
以
降
曹
洞
宗
内
で
勅
願
所
は
増
加
し
な
か
っ
た
。

翻
っ
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
則
る
な
ら
ば
、
總
持
寺
祖
院
は
、
勧
修
寺
家
や
道
正
庵
と
関
連
す
る
多
く
の
史
料
を
所
蔵
し
て

い
る
。
本
発
表
で
扱
っ
た
史
料
は
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
一
部
で
あ
る
が
、
本
山
や
末
寺
だ
け
で
な
く
、
勧
修
寺
家
の
動
き
を
捉
え
る
こ
と
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が
で
き
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。
近
年
、
朝
廷
と
宗
教
に
関
す
る
研
究
は
深
化
を
見
せ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
分
野
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
以
て
迎
え
ら
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
両
本
山
・
月
照
寺
・
秋
葉
寺
が
勅
願
所
と
し
て
如
何
な
る
具
体
的
機
能
を
有
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
部
分
は
未
だ
詳
ら
か
で
な

い
。
今
後
は
こ
う
し
た
点
に
注
目
し
、
曹
洞
宗
門
の
勅
願
所
の
詳
細
な
機
能
面
に
迫
っ
て
み
た
い
。
ま
た
、
勅
願
所
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ

い
て
も
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
秋
葉
寺
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
細
に
検
討
し
た
い
。
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九
四
所
収
）
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3
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門
前
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史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
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修
門
前
町
史
資
料
編
２
総
持
寺
』　

二
〇
〇
四　

一
〇
〇
頁
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。

な
お
、
本
稿
で
史
料
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
、
引
用
元
の
表
記
に
従
っ
た
。
自
ら
釈
文
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
読
点
を
適

宜
施
し
、
虫
損
部
は
□
で
示
し
た
。
ま
た
、
原
文
書
の
紙
継
目
は

」
で
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た
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四
﹈
で
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本
山
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願
所
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存
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す
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余
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あ
る
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と
を
認
め
、
勅
願
所
と
呼
称
で
き
る
か
は

と
も
か
く
、
朝
廷
か
ら
寺
号
・
山
号
な
ど
の
額
を
受
け
た
寺
院
も
含
め
て
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
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す
な
わ
ち
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肥
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光
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摂
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独
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總
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以
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両
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ら
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社
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会
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
化
的
背
景
は
月
照
寺
の
信
仰
の
高
ま
り
と
決
し

て
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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』（
和
泉
書
院　

二
〇
一
一
）

（
12
） 
鶴
崎
裕
雄
、
神
道
宗
紀
、
小
倉
嘉
夫
編
著
『
月
照
寺
明
石
柿
本
社
奉
納
和
歌
集
』（
和
泉
書
院　

二
〇
一
一
）　

三
六
三
頁
、
傍
線

部
は
筆
者
に
よ
る
。

（
13
） 

大
本
山
總
持
寺
祖
院
所
蔵
文
書
〈
№
１
１
３
１
８　
（
分
類
）
６
、
本
末
関
係　
（
区
分
）
Ⅳ
ニ
末
寺　
（
番
号
）
１
０
４
４
〉 

（
14
） 

大
本
山
總
持
寺
祖
院
所
蔵
文
書
〈
№
１
１
２
７
８　
（
分
類
）
６
、
本
末
関
係　
（
区
分
）
Ⅳ
ニ
末
寺　
（
番
号
）
１
０
０
４
〉

（
15
） 

春
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
春
野
町
史 

資
料
編
三
近
現
代
』　

一
九
九
四　

八
八
三
―
八
八
四
頁
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。

（
16
） 

大
本
山
總
持
寺
祖
院
所
蔵
文
書
〈
№
５
１
３
８ （
分
類
）
３
瑞
世
・
転
衣 （
区
分
）
Ⅲ
ハ
勧
修
寺
・
令
旨 （
番
号
）
４
３
２
〉、
傍
線

部
は
筆
者
に
よ
る
。

（
17
） 

幕
府
の
治
世
も
安
定
化
し
て
き
た
四
代
家
綱
、
五
代
綱
吉
以
降
は
、
武
力
を
示
し
て
き
た
幕
府
の
在
り
方
は
転
換
し
、
文
治
政

治
へ
と
舵
を
き
っ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
廷
と
の
付
き
合
い
方
も
変
化
が
生
じ
、
朝
儀
の
復
興
を
積

極
的
に
認
め
る
な
ど
の
方
針
転
換
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
大
規
模
な
朝
儀
の
復
興
に
伴
っ
て
、
公
家
に
お
い
て
は
断
絶
し
た
家
が

復
興
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
新
家
も
創
設
さ
れ
た
。
そ
う
な
る
と
、
公
家
は
財
政
難
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
公

家
の
困
窮
は
、
官
金
収
入
を
狙
っ
て
、
有
力
寺
社
の
執
奏
を
行
う
流
れ
を
作
り
出
し
た
。
事
実
、
執
奏
を
受
け
る
寺
社
は
近
世

初
期
か
ら
幕
末
ま
で
に
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
、
月
照
寺
や
秋
葉
山
の
例
も
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
た
け
い　

し
ん
ご
・
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
特
任
研
究
員
）


